
２０１８／０１／２９　１４：４３　現在の情報です。 
　 
これは閉鎖された登記簿です。 
　 
　東京都新宿区舟町９番地４ 
　株式会社ｂｉｔＦｌｙｅｒ 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０１１１－０１－０６８８２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　株式会社ｂｉｔＦｌｙｅｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　東京都新宿区舟町９番地４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃公告をする方法　│　官報に掲載してする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　平成２６年１月９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　１　Ｗｅｂサービス及びアプリケーションの企画、設計、開発及び運営管理　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　前号に付帯する一切の業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃発行可能株式総数│　１０万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃並びに種類及び数│　　　１万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年　２月２７日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１万１１１２株　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年　３月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年　６月１０日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１万２５９４株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　各種の株式の数　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　１万１１１２株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　　　１４８２株　　　　　　│平成２６年　６月２３日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金２０００万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金３０００万８０００円　　　　　　　　　　　│平成２６年　２月２７日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年　３月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金９００２万９０００円　　　　　　　　　　　│平成２６年　６月１０日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年　６月２３日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃発行可能種類株式│　普通株式　　　９万８５１８株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃総数及び発行する│　Ａ種優先株式　　　１４８２株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃各種類の株式の内│　Ⅰ　残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃容　　　　　　　│　１．当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式の保有者（以下「Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　登録質権者」という。）に対し、普通株式の保有者（以下「普通株主」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立　┃ 
┃　　　　　　　　│　ち、Ａ種優先株式１株につき、表記「Ａ種優先分配額」記載の金額（以下「Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　種優先分配額」という。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主及び普通登録　┃ 
┃　　　　　　　　│　質権者並びにＡ種優先株主及びＡ種優先登録質権者に対して分配を行う。この　┃ 
┃　　　　　　　　│　場合、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対しては、前項の分　┃ 
┃　　　　　　　　│　配額に加え、Ａ種優先株式１株につき、普通株主又は普通登録質権者に対して　┃ 
┃　　　　　　　　│　普通株式１株につき分配する残余財産にⅢに定めるＡ種取得比率を乗じた額と　┃ 
┃　　　　　　　　│　同額の残余財産を分配する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３．Ａ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ａ種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、Ａ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　分配額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合・無償割当の比率」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　は、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式総数（自己株式を除く。）┃ 
┃　　　　　　　　│　を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済株式総数（自己株式を除く。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　で除した数を意味するものとし、以下同じとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後分配額＝当該調整前の分配額×──────────────　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合・無償割当ての比率　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ａ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　無償割当てを除く。）を行ったときは、Ａ種優先分配額は以下のとおり調整さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　れる。なお、下記算式の「既発行Ａ種優先株式数」からは、当該発行又は処分　┃ 
┃　　　　　　　　│　の時点における当会社が保有する自己株式（Ａ種優先株式のみ）の数を除外す　┃ 
┃　　　　　　　　│　るものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行Ａ種優先株式数」　┃ 
┃　　　　　　　　│　は「処分する自己株式（Ａ種優先株式）の数」と読み替えるものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　既発行Ａ種　当該調整　新発行Ａ種　１株当たり　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　優先株式数×前分配額＋優先株式数×払込金額　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　調整後分配額＝──────────────────────　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　既発行Ａ種優先株式数＋新発行Ａ種優先株式数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）第（１）号及び第（２）号における調整額の算定上発生した１円未満の　┃ 
┃　　　　　　　　│　端数は切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅱ　金銭と引換えにする取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１．Ａ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部　┃ 
┃　　　　　　　　│　又は実質的に全部の事業を第三者に移転させた場合には、かかる移転の効力発　┃ 
┃　　　　　　　　│　生日を初日として１４日間（以下、本Ⅱにおいて「取得請求期間」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　に限り、保有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅱの定めにより金銭を交付することを当会社に請求することができる。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　より行うものとし、取得請求期間の満了時に効力が生じるものとする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３．本ⅡによるＡ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり　┃ 
┃　　　　　　　　│　表記「Ａ種取得金額」記載の金額（以下「Ａ種取得金額」という。）とする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　なお、Ａ種優先分配額の調整にかかるⅠ第３項の規定は、Ａ種取得金額に準用　┃ 
┃　　　　　　　　│　するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４．本Ⅱによる取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　いて請求の対象となったＡ種優先株式を取得するものとし、直ちにＡ種取得金　┃ 
┃　　　　　　　　│　額に対象となる株式数を乗じた金額をＡ種優先株主に支払うものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅲ　普通株式と引換えにする取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株主は表記記載の契約締結日以降いつでも、保有するＡ種優先株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　全部又は一部につき、当会社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　を交付することを当会社に請求することができる権利（以下「取得請求権」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　いう。）を有する。その条件は以下のとおりとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　「Ａ種取得比率」という。）は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使に　┃ 
┃　　　　　　　　│　より各Ａ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株未満の端数が　┃ 
┃　　　　　　　　│　発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ａ種優先株式の基準価額　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　Ａ種取得比率＝───────────　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　Ａ種取得価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）上記第（１）号のＡ種優先株式の基準金額及びＡ種取得価額は、当初表　┃ 
┃　　　　　　　　│　記記載の「Ａ種取得価額」に相当する金額とする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅳ　Ａ種取得価額等の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅲに定めるＡ種優先株式の基準価額及びＡ種取得価額（以下「Ａ種取得価額」　┃ 
┃　　　　　　　　│　という。）は以下の定めにより調整される。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）株式等の発行又は処分に伴う調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更　┃ 
┃　　　　　　　　│　を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、Ａ種取得価額を、下記に　┃ 
┃　　　　　　　　│　定める調整式に基づき調整する。調整後のＡ種取得価額の適用時期は、下記①　┃ 
┃　　　　　　　　│　及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上発生した１円未満の　┃ 
┃　　　　　　　　│　端数は切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　①調整前のＡ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分す　┃ 
┃　　　　　　　　│　る場合（株式無償割当てを除く。）。但しＡ種優先株式の取得請求権の行使、　┃ 
┃　　　　　　　　│　又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の　┃ 
┃　　　　　　　　│　発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。　┃ 
┃　　　　　　　　│　以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因　┃ 
┃　　　　　　　　│　となる保有者若しくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　の発生による場合を除く。調整後のＡ種取得価額は、募集又は割当てのための　┃ 
┃　　　　　　　　│　基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効　┃ 
┃　　　　　　　　│　力発生日（会社法第２０９条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の　┃ 
┃　　　　　　　　│　末日）の翌日以降にこれを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　②調整前のＡ種取得価額を下回る潜在株式等Ａ種取得価額をもって普通株式を　┃ 
┃　　　　　　　　│　取得し得る潜在株式等を発行又は処分する場合（無償割当てを含む。）。本②　┃ 
┃　　　　　　　　│　にいう「潜在株式等Ａ種取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　とし、以下同様とする。調整後のＡ種取得価額は、募集又は割当てのための基　┃ 
┃　　　　　　　　│　準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力　┃ 
┃　　　　　　　　│　発生日（会社法第２０９条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末　┃ 
┃　　　　　　　　│　日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみな　┃ 
┃　　　　　　　　│　される日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行　当該調整前　　新発行　１株当たり　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　株式数×Ａ種取得価額＋株式数×払込金額　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後Ａ種取得価額＝────────────────────　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新発行株式数　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＡ種取得価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　適用する日の前日における、（ⅰ）当会社の発行済普通株式数と、（ⅱ）発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生したとみなしたとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　に発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調　┃ 
┃　　　　　　　　│　整の事由により上記（ⅰ）若しくは（ⅱ）の普通株式数又は自己株式（普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われ　┃ 
┃　　　　　　　　│　る場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は　┃ 
┃　　　　　　　　│　「処分する」と読み替えるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合において　┃ 
┃　　　　　　　　│　は、上記の調整式で使用する「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」とは、上記②に定　┃ 
┃　　　　　　　　│　める潜在株式等Ａ種取得価額を、それぞれ意味するものとする。上記①又は②　┃ 
┃　　　　　　　　│　に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当　┃ 
┃　　　　　　　　│　て（株式無償割当てを除く。）により行われる場合は、Ⅲに定めるＡ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　式の基準価額も、Ａ種取得価額と同様に調整されるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、以下のいずれかに該当する場　┃ 
┃　　　　　　　　│　合には行われない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅰ）Ａ種優先株式の発行済株式総数の過半数を有するＡ種優先株主（複数の　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株主の合計で過半数以上を有する場合を含む。）が書面により調整し　┃ 
┃　　　　　　　　│　ないことに同意した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅱ）株主総会（当会社が取締役会設置会社である場合は「取締役会」と読み　┃ 
┃　　　　　　　　│　替える。）の決議に基づいて、普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　を当会社の役職員に対して交付する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅲ）株主総会（当会社が取締役会設置会社である場合は「取締役会」と読み　┃ 
┃　　　　　　　　│　替える。）の決議に基づいて、資金調達を主たる目的としない業務提携のため　┃ 
┃　　　　　　　　│　に普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権が交付される場合　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）株式の分割、併合又は無償割当てによる調整　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、Ａ種取　┃ 
┃　　　　　　　　│　得価額は以下の調整式に基づき調整される。調整後のＡ種取得価額は、株式分　┃ 
┃　　　　　　　　│　割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当てのための基準日がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上　┃ 
┃　　　　　　　　│　発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。また、この場合Ａ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　式の基準価額も、Ａ種取得価額と同様に調整されるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　　＝当該調整前　×──────────────　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　Ａ種取得価額　Ａ種取得価額　分割・併合・無償割当ての比率　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）その他の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　数による可決（当会社が取締役会設置会社である場合は「取締役会の決議」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　読み替える。）に基づき、合理的な範囲においてＡ種取得価額及び／又はＡ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　優先株式の基準価額の調整を行うものとする。但し、かかる調整は、当該調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　事由が生じる前のＡ種優先株式の経済的価値を損なわないものでなければなら　┃ 
┃　　　　　　　　│　ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　①時価を超える価格での普通株式若しくは潜在株式等の有償取得、合併、会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　分割、株式移転又は株式交換のためにＡ種取得価額の調整を必要とする場合　　┃ 
┃　　　　　　　　│　②潜在株式等の取得原因が発生する可能性がある期間が終了した場合。但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　③潜在株式等にかかる第（１）号②に定める潜在株式等Ａ種取得価額が修正さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　れる場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　④上記のほか、当会社の普通株式の価値に変更又は変更の可能性を生じる事由　┃ 
┃　　　　　　　　│　の発生によってＡ種取得価額の調整が必要であると取締役の過半数（当会社が　┃ 
┃　　　　　　　　│　取締役会設置会社である場合は「取締役会」と読み替える。）が判断する場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅴ　普通株式と引換えにする取得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社は、以下のいずれかの場合には、株主総会（当会社が取締役会設置会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　である場合は「取締役会」と読み替える。）の定める日をもって、発行済のＡ　┃ 
┃　　　　　　　　│　種優先株式の全部を取得し、引換えにＡ種優先株主に当会社の普通株式を交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の内容、数その他の条件　┃ 
┃　　　　　　　　│　については、Ⅲ及びⅣの定めを準用する。但し、Ａ種優先株主に交付される普　┃ 
┃　　　　　　　　│　通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第　┃ 
┃　　　　　　　　│　２３４条に従うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ａ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所又　┃ 
┃　　　　　　　　│　はこれに類するものであって外国に所在するものへの上場（以下「株式公開」　┃ 
┃　　　　　　　　│　という。）の申請を行うことが取締役の過半数の決定（当会社が取締役会設置　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社である場合は「取締役会」と読み替える。）で可決され、かつ株式公開に　┃ 
┃　　　　　　　　│　関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）発行済のＡ種優先株式の総数の過半数を有するＡ種優先株主（複数のＡ　┃ 
┃　　　　　　　　│　種優先株主の合計で過半数以上を有する場合を含む。）が、Ａ種優先株式の全　┃ 
┃　　　　　　　　│　てにつき転換することについて書面により同意した場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅵ　議決権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株主は、当会社株主総会及びＡ種優先株主を構成員とする種類株主総　┃ 
┃　　　　　　　　│　会（以下「Ａ種種類株主総会」という。）において、Ａ種優先株式１株につき　┃ 
┃　　　　　　　　│　１個の議決権を有する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅶ　Ａ種種類株主総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１．Ａ種種類株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除　┃ 
┃　　　　　　　　│　き、出席した議決権を行使することができるＡ種優先株主の議決権の過半数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　もって行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．会社法第３２４条第２項の定めによるＡ種種類株主総会の決議は、議決権　┃ 
┃　　　　　　　　│　を行使することができるＡ種優先株主の議決権の３分の１以上を有するＡ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　先株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅷ　Ａ種種類株主総会の決議を要する事項に関する定め　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　下記の各事項のうち、会社法又は本定款において株主総会決議事項とされない　┃ 
┃　　　　　　　　│　事項は取締役会決議事項とし（当会社が取締役会設置会社である場合に限る。）┃ 
┃　　　　　　　　│　、当会社が下記の各事項を行うためには、取締役会（当会社が取締役会設置会　┃ 
┃　　　　　　　　│　社である場合に限る。）又は株主総会の決議に加えて、事前にＡ種種類株主総　┃ 
┃　　　　　　　　│　会の決議を得るものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　（１）定款変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）解散決議又は清算手続の開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　開始のいずれかの事由による各法令上の手続の申立、又はこれらに準ず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る手続の申立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅸ　株式の分割、併合及び株主割当て等　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１．当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同　┃ 
┃　　　　　　　　│　一割合でこれを行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付　┃ 
┃　　　　　　　　│　されたものを含む。以下本Ⅸにおいて同じ。）の無償割当てを行うときは、普　┃ 
┃　　　　　　　　│　通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　割当てを、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて行うものとする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３．当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割　┃ 
┃　　　　　　　　│　当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的　┃ 
┃　　　　　　　　│　とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又　┃ 
┃　　　　　　　　│　はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同　┃ 
┃　　　　　　　　│　時に同一割合で同一条件にて与える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２６年　６月　４日設定　　平成２６年　６月２３日登記┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃株式の譲渡制限に│　当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を要する。　　　　┃ 
┃関する規定　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　加　納　裕　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　小　宮　山　峰　史　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都港区南青山一丁目３番１－２３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　加　納　裕　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃事項　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年　１月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　平成２６年７月７日東京都千代田区永田町二丁目１２番８号に本店移転　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年　７月２３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年　７月２３日閉鎖┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


